
 

 

 

 

 
 

 

 
渦 潮 監 査 法 人 設 立 の 経 緯 と そ の 後  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

平成 30 年度税制改正において、中小企業による設備投資を強力に後押しする臨時・異例の措置として、中小企業が一定の

設備投資を行った場合に、その機械・装置等に係る固定資産税を大幅に軽減される制度が創設されました。 

 

固定資産税の課税標準：最初の 3 年間、ゼロ〜2 分の 1 に軽減 

（※）軽減率は、市町村が条例で定めることとされています。 

 

■対象設備 

 市町村の導入促進基本計画に基づいて企業が実施する設備投資である 

 労働生産性を年平均3％以上向上させる一定の機械・装置等である（※） 

 生産、販売活動等の用に直接供されるもので、中古資産でないこと 
 

（※）一定の機械・装置等とは 

①旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等）が年平均1％以上向上するもの 
 
②次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める販売開始時期であるもの 

イ) 機械・装置…10 年以内 

ロ) 測定工具及び検査工具…5 年以内 

ハ) 器具・備品…6 年以内 

ニ) 建物附属設備…14 年以内 
 
③1 台又は 1 基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの 

イ) 機械・装置…160 万円 

ロ) 測定工具及び検査工具…30 万円 

ハ) 器具・備品…30 万円 

ニ) 建物附属設備…60 万円

 

■適用時期 

「生産性向上特別措置法」の施行の日（平成30 年6 月6 日）から平成33 年3 月31 日までの間において実施される設

備投資に対して適用されます。設備購入の時期は、市町村による「先端設備等導入計画」の認定後となりますので、早

期の検討・計画策定が必要となります。 
  

（大寺） 

 
 
 
 
 
 
 

  今年も下記の日程で研修会・懇親会を開催いたします。 

  役職員一同、皆様のご参加を心よりお待ち致しております。 

日  程     平成３０年９月７日（金） 

場  所     ホテルクレメント徳島 
 

  内容等詳細は、さくら通信８月号でご案内させていただきます。 
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 さくら税理士法人 

さくら社会保険労務士法人
 ㈱さくらビジネスサービス 

労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 

 

 時事通信社に「税務経理」という専門情報誌があります。その 6 月 15 日号の「私の苦心」というコーナー

に拙稿が掲載されました。「専門業務の組織化」という私のテーマの公認会計士版です。さくら通信の別添版

として同封します。ご一読いただければ幸いです。 （竹内） 

  
テレビ番組等に引っ張りだこの

政治アナリスト 伊藤惇夫氏 

をお招きしております！！ 



 

 

 

 

 

                                                                

労働保険事務組合へ労働保険の事務を委託されている事業主の方へ 
 

業務上または通勤災害を被ったときの補償は大丈夫ですか？労保連労働災害保険は、国の労災保険に 

上乗せする補償制度です。保険料は、業種及び賃金総額により算出されます。 
 

補償内容   ・休業保険金 労災保険80％＋労保連労働災害保険20％＝100％ 

・・障害保険金 口数による 

・死亡保険金 口数による 

・死亡弔慰金 一律 
 

メ リ ッ ト       非課税・特別加入者の加入も可・保険料の割引（要件あり） 

＜建設業＞ 経営審査加点・下請事業担保特約 
 

※詳しくは、当事務組合徳島県労務能率協会にお問い合わせください。                                （徳永） 

 
 
 

○●○ 医師会・歯科医師会で徴収する会費等の経費区分 ○●○ 

 
 
 

                                                                 
＜解説＞ 

※１ 医師会年金や歯科医師会年金の掛金は、加入者の事業廃止や死亡後に、老後や遺族の生活安定などのために設けら 
れたもので、医業や歯科医業の収入を得るためのものではありませんから、必要経費とはなりません。 

※２ 政治連盟会費については、会員全員の加入が強制される場合には必要経費となります。               （後藤） 
 
 

○●○ 一日分の自動車保険（個人向け） ○●○ 

 
最近、コンビニの店頭等の案内に一日５００円からの自動車保険！というのを見かけることはありませんか？ 

「ちょいのり保険」「１ＤＡＹ保険」「ワンデーサポーター」など、各損害保険会社によってネーミングは様々ですが、 

いずれも５００円から基本プランへの加入がコンビニの端末機から申込できます。中にはスマホから申込可能な保 

険会社もあります。 
 
昨今、保険の見直し等により運転者限定の契約とし、本人限定や夫婦限定等のケースがあります。そういった契約で親の車を子

供が一時的に乗る場合、また子供が友人とドライブに出かける際の運転時に交代がある場合は補償されません。  

「数時間だから…」「一日だけだから…」と思い込んでいませんか？事故はいつ起こるかわかりません。子供が夏休みの帰省中に

車を使用することもあるかもしれません。ワンコインから備えられ、手軽に入れて安心できるなら、検討してみてはいかがでしょうか。 
 
＊ワンコインは基本プランです。各社追加対応補償が違っています。補償を拡張したプランの保険料は追加の加入となります。 

なお、自分名義の車には利用できません。                                         （さくらビジネス） 
 

徴収する会費等の区分 経費区分 

○医師会・歯科医師会の入会金 繰延資産（５年均等償却） 

○医師会・歯科医師会の会費（本会・支部会費等） 

必要経費になる 

○医師賠償保険料 

○労働保険料 

○医師会・歯科医学会会費 

○女医会会費 

○学校医・学校歯科医会費 

○協同組合会費 

○医師国民健康保険料・歯科医師国民健康保険料 

必要経費にならない 
（所得控除の対象） 

○各種生命保険料、 
地震保険料（診療所等に係るものを除きます） 

○小規模企業共済掛金 

○疾病休業補償負担金 

必要経費にならない 
○医師会・歯科医師会の福祉共済負担金 

○医師会・歯科医師会の互助年金の掛金 ※１ 

○医師会政治連盟・歯科医師会政治連盟会費 ※２ 



 
 
 

 

 

○●○ 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準④  
 企業会計原則④ その他の原則 ○●○ 

 
今月は、企業会計原則に含まれるその他の原則を解説いたします。 

企業会計原則は、基本的なことを定める一般原則の他に、次の原則が規定されています。 

 

① 損益計算書原則・・・損益計算書は経営成績を明らかにするもの 

・ 経常利益および当期純利益の表示の仕方 

・ 実現主義による収益認識、発生主義による費用認識 

・ 各段階損益（売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益）の順番 

② 貸借対照表原則・・・貸借対照表は財政状態を明らかにするもの 

・ 資産、負債および資本（純資産）の部に区分して適切な順番で記載する 

・ 記載する金額は原則として取得価額 

③ 注解・・・各原則に対する留意点をまとめたもの 

  

現在では、損益計算書や貸借対照表については、より詳細な規則等が制定されていますが、その基礎の考え方は上記の原則に

よるところが大きいと言えます。 

（孝志洋） 

 
 

○●○ 「特定一般社団法人等」への相続税課税 ○●○ 

 
これまで、一般社団法人に相続税がかからないことを利用した節税スキームが問題となっていました。 

① 資産家である親が代表者となり一般社団法人を設立する。 

② 資産を一般社団法人に売却などの方法で移す。 

③ 代表者を子に変更する。 

このように相続税が課税されずに資産を受け継いでいくことができました。 

 

このような租税回避の防止策として、被相続人が役員を務める特定一般社団法人等に対し、被相続人に相続が開始した場合に、

被相続人から特定一般社団法人等に財産の遺贈があったとみなして相続税が課税されることになりました。特定一般社団法人等と

は次の要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいいます。 

① 相続開始直前における同族役員数の総役員数に占める割合が 2 分の１を超えること 

② 相続開始前5 年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が 2 分の 1 を超える期間の合計が 3 年以上であること 

 

相続税が課税される財産額は、 

（一般社団法人の純資産額）÷（役員死亡時の同族役員数） 

で計算した額です。  

 

2018 年 4 月 1 日以後の理事等の死亡に係る相続税及び、贈与または遺贈により取得する財産に係る贈与税または相続税につ

いて適用されます。 

ただし、設立が 2018年3 月31 日までの一般社団法人等については、2021 年4 月1 日以後の理事等の死亡に係る相続税につ

いて適用されます。                                                                                   （坂田） 

 

10日 一括有期事業開始届 
＜概算保険料160 万円未満：請負金額18,000 万円未満の工事＞
（労働基準監督署） 
健保・厚年の報酬月額算定基礎届＜７月１日現在＞（年金事務所） 
労働保険料概算・確定申告書の提出（労働基準監督署） 
労働保険料の納付（郵便局または銀行） 
労災保険一括有期事業報告書提出（労働基準監督署） 

3 1日 労働者死傷病報告書の提出＜休業４日未満４月～６月分＞（労働基
準監督署） 
健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 
健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況報告書提
出（年金事務所・公共職業安定所） 
 

 支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給
権者（誕生月を迎える者）現況届 
旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 
 

17日 身障者・高齢者・外国人雇用状況報告書提出（公共職業安定所） 

  ※ 全国安全週間（１日～７日） 
勤労青少年の日（第３土曜日: ２１日） 

７月の社会保険労務 



※掲載料金は無料ですので、ぜひ貴社のＰＲにお役立て下さい。お申込みいただいた方より順次掲載しております。 

 広告内容については、お客様から提供された情報に基づいて作成されています。万一、損害を被った場合についても、一切責任を負いかねます。 

 
 
 

○●○ 建設仮勘定の仕入税額控除の時期 ○●○ 

 
消費税は原則として、課税期間中に受け取った消費税額から支払った消費税額を控除した額を納税します。そのため、減価償却

資産などであっても、当該資産を取得した日の属する課税期間に、支払った消費税を控除することになります。 
ところで、建設工事の場合は、通常、工事の発注から完成・引き渡しまでの期間が長期に及ぶため、一般的に、工事代金等をい

ったん建設仮勘定として資産計上して、完成引き渡し後に固定資産とする経理処理を行います。しかし、消費税の計算では、建設仮
勘定に計上されたものであっても、原則として資材の購入等があった期間に支払った消費税を控除することになります。 

ただし、例外的に、建設仮勘定として経理した分に係る支払った消費税についてはその都度控除せずに、目的物の完成・引き渡
しを受けた日の属する課税期間に、それまで支払ってきた消費税額をまとめて控除する計算をすることができます。 

（天羽） 
 

 

 
1 所得税の予定納税額の納付（第１期分）   納期限･･･７月３１日 

2 所得税の予定納税額の減額申請   申請期限･･･７月１７日 

3 固定資産税（都市計画税）の第２期分の納付 

納期限･･･７月中において市町村の条例で定める日 

4 ６月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

納期限･･･７月１０日 （年２回納付の特例適用者は、１月から６月までの

徴収分を７月１０日までに納付） 

5 ５月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業

税・（法人事業所税）・法人住民税＞ 

申告期限･･･７月３１日 

6 ２月、５月、８月、１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告

＜消費税・地方消費税＞ 

申告期限･･･７月３１日 

7 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地

方消費税＞   申告期限･･･７月３１日 

8 １１月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業

税・法人住民税＞（半期分） 

申告期限･･･７月３１日 

9 消費税の年税額が 400 万円超の２月、８月、１１月決算法人の３月ごとの

中間申告＜消費税・地方消費税＞ 

申告期限･･･７月３１日 

10 消費税の年税額が 4,800 万円超の４月、５月決算法人を除く法人・個人

事業者の１月ごとの中間申告（３月決算法人は２か月分）＜消費税・地

方消費税＞ 

申告期限･･･７月３１日 

 

※ 税理士法施行６７周年 

昭和２６年６月１５日公布 

昭和２６年７月１５日施行 

 
 
                  まだまだ、広告募集中です！！ 

 

 
 
 
 
 
 
 

～施術メニュー～ 

★ フット角質ケア ショートコース （約 20 分） 

（角質除去＋パック）       ￥2,700 

★ フット角質ケア ロングコース （約 30 分） 

（角質除去＋パック）      ￥3,240

※ショートは両足で約 10 分、ロングは両足で約 20 分の角質除去を行います。 

角質の多さにより、こちらでメニューの変更、ご提案させていただく場合がございます。 

ご了承下さいませ。 

★ オイルマッサージコース （約 30 分） 

(オイルマッサージ＋パック)     ￥3,240 

ひざ下～足裏までのマッサージ 

ふくらはぎは第２の心臓と言われています。 

揉みほぐすことによりむくみはもちろん、全身の血行促進や健康維持に。 

★ フットケア ショートフルコース （約 50 分） 

(角質除去＋オイルマッサージ＋パック) ￥4,320 

★ フットケア ロングフルコース （約 60 分） 

(角質除去＋オイルマッサージ＋パック) ￥4,860 

※すべて税込価格です。 
 

 
 
   

 

 
 
 
  

 

 
 
 

 当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがそ

の内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負

いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
㈱さくらビジネスサービス 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ：kimutake@js4.so-net.ne.jp  
TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 
お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
                          
                          
                          
                       

７月の税務 

美容室 コアフィールドマサコ佐古店にて
フットケアはじめました！ 

 

〒770-0028 徳島市佐古八番町2-10 
美容室 コアフィールドマサコ佐古店 
営業時間・・・AM 9:00～最終受付PM 4:00   定休日・・・日曜日 
ご予約は・・・☎ (088)655-3838 前日までのご予約でお願いします。 
※さくら通信を見た！と言ってご予約された 

お客様は 30% OFF にさせて頂きます。 
～2018 年 8 月末まで 
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四
に
、
監
査
の
拠
点
を
若
い
人
た

ち
の
た
め
に
残
し
た
い
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。

　
監
査
団
の
5
人
だ
け
で
は
組
織
と
し
て
不
十
分
な

の
で
、
地
元
に
密
着
し
た
協
同
組
合
的
組
織
に
し
た

い
と
の
思
い
で
仲
間
を
募
り
、
2
人
の
参
加
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
徳
島
の
公
認
会
計
士
の

象
徴
的
存
在
で
あ
る
大
塚
徳
郎
先
生
も
後
見
役
的
な

立
場
で
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ

で
社
員
8
人
と
な
っ
た
。
社
名
を
「
渦う

ず
し
お潮
監
査
法

人
」
と
し
た
。
徳
島
ら
し
い
社
名
で
評
判
は
良
か
っ

た
。
本
社
所
在
地
は
、
新
築
し
た
ば
か
り
の
私
の
個

人
事
務
所
と
な
っ
た
。
当
分
本
社
事
務
を
私
が
務
め

る
関
係
か
ら
、

便
利
と
い
う
配

慮
で
あ
っ
た
。

　
地
方
在
住
の

公
認
会
計
士
試

験
合
格
者
は
、

合
格
後
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
3
年
間
の
実
務
補
習

機
関
が
な
く
て
苦
労
す
る
こ
と
が
多
い
。
私
も
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
。
監
査
法
人
設
立
に
合
わ
せ
、
ぜ
ひ

と
も
実
務
補
習
機
関
の
認
定
を
受
け
た
い
と
考
え
た
。

　
以
上
の
検
討
内
容
に
つ
い
て
、
最
終
段
階
で
顧
客

の
了
解
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
不
調
に
終
わ
れ
ば

計
画
全
体
が
崩
壊
し
か
ね
な
い
の
で
、
若
干
の
不
安

は
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
案
ず
る
よ
り
産
む
が
易
し
」

で
顧
客
は
快
く
了
解
し
て
く
れ
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
経
過
の
途
上
、
四
国
財
務
局
等
の
指

導
を
受
け
て
き
た
。
認
可
基
準
は
十
分
満
た
し
て
い

る
と
い
う
自
信
は
あ
っ
た
が
、
役
所
の
方
が
い
か
な

る
反
応
を
す
る
か
、
正
直
な
話
、
不
安
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
役
所
の
方
々
は
、
わ
が
事
の
よ
う
に
熱
心

に
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
90
年
8
月
6
日
付
で
わ
れ
わ
れ
の
法
人
は
許
可
を

得
た
。
四
国
財
務
局
で
理
財
部
長
か
ら
認
可
証
を
い

た
だ
い
た
時
の
感
激
は
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
の
縁
で
大
手
監
査
法
人
と

も
提
携
し
、
共
同
監
査
を
実
施
し
た
。
後
に
相
手
方

の
事
情
で
こ
の
関
係
は
解
消
し
た
が
、
多
く
の
指
導

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
運
で
あ
っ
た
。

　
法
人
設
立
以
来
、
本
社
も
事
務
局
員
も
私
の
事
務

所
が
担
っ
て
き
た
。
こ
の
状
況
で
は
法
人
の
独
立
性

に
支
障
が
あ
る
の
で
、
2
0
0
6
年
に
事
務
局
長
を

外
部
か
ら
採
用
し
、
事
務
所
も
現
在
地
（
徳
島
市
新

蔵
町
1
丁
目
95
フ
ジ
イ
ビ
ル
4
階
）
に
移
転
し
た
。

　
実
務
補
習
機
関
と
し
て
3
人
の
若
い
会
計
士
を
育

成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
も
希
望
者
が
あ
れ
ば

受
け
入
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　
設
立
以
来
28
年
が
経
過
し
た
。
現
在
は
会
計
士
7

人
、
事
務
局
長
1
人
の
体
制
で
あ
り
、
若
い
会
計
士

が
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
他
に
協
力
し
て
く
れ
る
会

計
士
が
数
人
お
り
、
顧
客
の
数
も
増
加
傾
向
で
あ
る
。

　
私
は
現
在
70
歳
。
渦
潮
監
査
法
人
の
未
来
に
つ
い

て
語
る
資
格
は
な
い
。
若
い
先
生
方
の
活
躍
に
期
待

す
る
の
み
で
あ
る
。

　M
astery for Service.

─
─
「
奉
仕
の
た
め
の

練
達
」
と
訳
さ
れ
、「
隣
人
・
社
会
・
世
界
に
使
え

る
た
め
、
自
ら
を
鍛
え
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
の
母
校
関
西
学
院
大
学
の
モ
ッ
ト
ー
で
す
が
、
私

自
身
の
モ
ッ
ト
ー
で
も
あ
り
ま
す
。

　
生
涯
学
ぶ
こ
と
の
好
き
な
私
は
、
生
涯
学
び
続
け
、

そ
の
結
果
得
ら
れ
た
知
識
を
世
の
中
の
為
に
少
し
で

も
役
立
て
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
も
と
よ
り
「
浅

学
菲ひ

さ
い才
の
身
」。
で
き
る
こ
と
に
は
限
度
が
あ
り
ま

す
が
、
公
認
会
計
士
と
し
て
地
元
企
業
の
発
展
の
た

め
に
貢
献
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

渦
潮
監
査
法
人
設
立
の
経
緯
と
そ
の
後

公
認
会
計
士
・
税
理
士
（
徳
島
市
）　
竹
内
　
洋
一


